
短期集中通所口腔ケアとは
 むし歯や歯周病などの「歯科治療」とは違います

歳を重ねるにしたがって、唾液の分泌が減少するとともに、
飲み込む機能も低下します。
そこで、これら口腔機能の維持・向上を図るために

などを行う広島市の「介護予防・日常生活支援総合事業」です。

① 唾液の分泌を促すマッサージ

② 口のまわりの筋肉をきたえる体操

③ 口の中を清潔にするための指導



1. 対象者
• ６５歳以上で、要支援１・２の人や、基本チェックリストにより生活機能
の低下がみられた人のうち、地域包括センター等による介護予防支援又は
介護予防ケアマネジメントにおいて、口腔機能向上プログラムへの参加が
望ましいと認められた人

2. 期間及び回数
• 2週間に１回程度、全７回

3. 実施場所
• 広島市からの委託を受けた歯科診療所

4. 費用
• １回当たり２３０円（口腔清掃用具等の実費は別途）
（この事業とは別に歯科治療を受ける場合はその治療費がかかります）

5. 短期集中通所口腔ケアを受ける手続き
• お住まいの区の健康長寿課や地域包括支援センターに相談します
• 基本チェックリストによる判定を受けます
• 地域包括支援センターが介護予防ケアマネジメントにおいてケアプランを
作成し、歯科医院で通所口腔ケアを利用できるようになります



口腔・えん下機能に関する
項目は13、14、15



効果は？

その他にも沢山の
良い効果が現れています


